
1989年から1991年にかけての変革は，ヨー

ロッパの現状を根本的に変化させただけではな

い。この変革は，統合しつつあるヨーロッパの

将来に対しても，新しい問題と可能性，そして

危険をもたらしたのである。その結果として，

ヨーロッパ史の解釈について新たな挑戦的課題

が突きつけられている。

ソビエトによる東ヨーロッパに対するヘゲモ

ニーの終焉，独裁的な共産主義の崩壊，そして

ソビエト連邦解体以降，ヨーロッパは，それに

先立つ数十年間のいかなる時期にもまして，一

つの全体として捉えられ考えられるようになっ

ている。なぜなら，様々なヨーロッパ諸国の社

会，政治，文化は―とくに東西比較において

―現在でもなお非常に異なってはいるもの

の，東西対立の時代から引き継がれた二つの世

界へのヨーロッパの分裂が，多層的に絡み合っ

たひとつの型，市民社会という理念モデルを共

通に志向する型に収斂したことは看過しえない

からである。すなわち，この市民社会という理

念モデル―市場経済，法治・立憲国家，多元

主義，開かれた社会，代議制民主主義―が，

たとえそれが実際に実現された程度と仕方にお

いて大きく異なっているにせよ，ヨーロッパの

人々の意識と現実に決定的影響を与えているの

である。かつて共産主義が支配していた国々で

は，1989／90年に，「ヨーロッパへの回帰」が

語られたが，それは西ヨーロッパモデルへの接

近を意味していた。たとえ，東ヨーロッパにお

ける「共産主義からの脱出」が，西ヨーロッパ

の状態への完全な同化につながることがほとん

どまれな例外であることが間もなく明らかにな

ったとはいえ。逆に，次第に形が見えつつある

がいまだに予測しえない新しいヨーロッパの姿

というものが，「西側」内部の状況，行動可能

性，そして感情のあり方にも影響を与えてい

る。

もちろん，反対の傾向も見出される。流血を

ともなったユーゴスラビアの崩壊や，大陸での

戦争の再来によって，それらの地域では，もと

もとあまり発展していなかった市民社会の萌芽

が衰亡の危機に瀕している。このことがまた，

全体としてのヨーロッパに反作用を及ぼしう

る。

ヨーロッパ内の東西間の相互関係―情報の

交換，通商その他の経済的な諸関係，制度上の

結びつき，旅行，移民―は，数十年間に及ぶ

鉄のカーテンによる封鎖が解除された後，いず

れにせよ飛躍的な増加を見た。かなり長期にわ
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たった西ヨーロッパと東ヨーロッパという地理

的区分は，今では説得性と自明性を失った。そ

れに代わって別の，なかには古くから存在する

「中欧」や「東中欧」のようなカテゴリーが新

たに現れてきた。ヨーロッパの心理上の地図は

書き換えられ，それにともなって，ヨーロッパ

の中でのドイツの位置づけも変化している。将

来のヨーロッパ統合は，冷戦終結後，より多く

の障害に直面しまた不確実なものとなったかも

しれない。しかし，それは，統合が成功裏に進

展する限り，西ヨーロッパの統合にとどまらず，

東部ヨーロッパの今後なお特定されるであろう

地域をも編入する形で進展すると考えられる。

それ故，ヨーロッパの東端はどこで終わるのか

という問題は，新たな実践的重要性を獲得して

いる。

こうしたすべての点を考慮すれば，1989／

91年の変革は，たとえ多様な大陸の裂け目や

断層を浮上させ，―南東欧では―克服した

と考えられていた紛争を暴力的に再燃させたと

しても，ヨーロッパをひとつの全体としてより

強く意識させることに寄与した。こうした事態

が歴史学に及ぼす帰結は，歴史的に見たヨーロ

ッパの―不確かな―結びつきの探究をより

強化し，また西ヨーロッパと並んで東ヨーロッ

パを明確に考慮の内に入れるという要請となっ

て現れるだろう１）。

Ⅰ．対象としてのヨーロッパ史

ヨーロッパ史に関する研究は，確かに既に数

多く存在し，現在もまた書かれつつある。これら

から学びうるところはもとより多いとはいえ２），

これまでなお十分に研究されておらずまた体系

的に結びつけて論じられてもいない幾つかの特

質を強調しつつ，ヨーロッパの歴史が検討され

るべきである。

とりわけ，一方におけるドイツならびに西ヨ

ーロッパ史の研究者と他方における東ヨーロッ

パ史の研究者というわが国の歴史家を特徴づけ

る分断を意図的かつシステマティックに切り崩

すことが，多くの成果につながりうると思われ

る。その目的は，歴史研究の様々な部分的専門

分野を統合することである。

（近代の）東ヨーロッパの歴史は，ドイツで

は，ほとんど一貫して，ドイツおよび西ヨーロ

ッパの（近代の）歴史とは切り離されて扱われ

てきた。東欧史研究者と，しばしば実際にはド

イツと西ヨーロッパ史の研究者であるいわゆる

全体史家との間には，少なくとも近現代史の領

域においては，ほとんど研究上のつながりがな

い。このことは，それぞれの養成過程の相違，

言語の壁，そしてそこから結果する様々な専門

的能力の問題と関連している。このことは，異

なる団体における組織のあり方や，労働市場の

一定の分離，あるいはキャリア形成過程の相違

に現れている。その根底には，かなりの程度，

数十年に及び，ごく緩慢にのみ変化してきた，

そして政治的に異なる志向形成につながる認識

および解釈のパターンがある。それによれば，

ヨーロッパには東西の格差が存在しており，ド

イツ人は「ヨーロッパの中心」に居住しており，

ドイツ人の視角からすれば「東」とは，いかな

る基準であれ，またどこに境界を引こうと，内

的なまとまりと外部との区別をもった（あるい

はそのようなものを可能にする）独自の地位を

有する存在なのである。こうした見方は，数十
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年におよぶ冷戦と体制間対立の間にいわば避け

られぬものとして現れたヨーロッパの二分割を

通じてさらに強められてきたが，いまでは疑わ

しいものになっている。「東欧史」という個別

専門分野の歴史と自己認識は，こうした認識や

解釈の伝統を反映している３）。数多くのドイツ

史研究者の「西欧志向」はちょうど鏡に映った

像のようにこれに対応するものであり，ドイツ

の歴史は西ヨーロッパあるいは大西洋地域の発

展を背景として構想され描き出されている。そ

のことは，ドイツ特有の道という考え方（常に

「西欧」との比較において）の長期にわたる多

様な伝統において，そしてまたドイツ連邦共和

国の社会構造史の実践においても跡づけること

ができる４）。

そのように視角を設定し特化することに十分

な根拠がありまた効果的であるにせよ，問題設

定や研究者集団の分断は，ヨーロッパに対する

問いや―更にそれを超えた―体系的な問題

設定を追究しようとする場合には，うまく機能

しうるものではない。いずれにせよ，地理的障

壁を架橋し乗り越えるための革新的な認識の出

現が期待される。伝統的に支配的であった西欧

との比較という分析視角が，東欧との比較によ

ってうまく補完されれば，それはいつかはドイ

ツ史の支配的な解釈のあり方を変化させること

になるだろう。

この作業は，東欧および他の西欧諸国の歴史

家との密接な協力の下で取り組まれなければな

らない。それは，単に（ドイツ史との比較にお

いて）東欧史と西欧史を越えた
、、、

ところで研究さ

れるだけではなく，東欧と他の西欧諸国の歴史

家とがともに
、、、

協力して取り組まなければならな

い課題である。彼らの能力と経験が，この課題

を遂行するにあたってぜひとも必要である。そ

の際，すでに存在する多様な協力関係を利用す

ることができる。しかし，東中欧，南東欧，東

欧諸国の歴史家との共同作業においてドイツ連

邦共和国の歴史家は，西欧・北欧・南欧の人々

との間で数十年間にわたって発展させ成熟させ

えてきた多くのものと同様のものを，強化しな

ければならない。新たにつくられる研究センタ

ーは，ヨーロッパ各地からやって来る歴史家の

出会いの場となるべきである。この作業は，地

域的な特殊化を乗り越えるヨーロッパの歴史家

文化を強化し，さらにはヨーロッパの知的公共

圏の成立にも幾分か寄与することになるだろ

う。

Ⅱ．比較研究と移転の歴史

上記のような営為は，方法的には次のように

特徴づけられるべきである。すなわち，体系的

な比較と移転の歴史（広い意味での相互関係史）

とが（新たに発展させるべき形態で）混合され

なければならない。歴史的比較は，これまで国

際的な歴史学においてただ萌芽的にのみ実現さ

れたにすぎない卓越した認識機会を提供してい

る。歴史学的比較は，二つあるいはそれ以上の

歴史的現象を類似性と相違性という観点から体

系的に研究し，これに基づいてできるだけ信頼

できる記述や説明，そして歴史的な行為・経

験・過程・構造についてのより高度な命題に至

るために行なわれる。しばしば，別の国，別の

社会，そして別の世界へ目を向けることは，自

国の歴史についてのよりよい認識，一般的に言

えば，比較されている現象の特殊性についての

より正確な理解をもたらしてくれる。しかし比
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較はまた，考察されているものの共通性を浮き

彫りにし，一般化しうる命題に到達したり，あ

るいは広く行なわれている一般化を批判するこ

とにも寄与しうる。比較は，歴史的類型論の構

築にも活用することができる。包括的な歴史的

総合は，しばしば比較のための核をもっている。

比較は重要な問題発見的機能をもっている。つ

まり比較は，新たな問題の定式化を可能にする。

比較の光に当てて初めて，多くの知見がその自

明性を失う。比較によって，その都度興味の対

象となる事例が，より多くの可能性のひとつと

して現れる。つまり，可能性についての意識が

拡大するのである。比較は，歴史学において今

なお支配的な自国の歴史に過度に集中する傾向

を，国を越えたものの見方に向って越え出て行

くためにも有効である。比較は，歴史的思考の

「脱地方化」に役立つ。比較はさらに，選び取

られた概念を批判的に見ることをしばしば可能

にし，それら概念の文化的特殊性や歴史的被拘

束性を明らかにするのに役立つ５）。

しかし，この新しい研究センターは，歴史比

較の現在支配的な研究のあり方を，三重の意味

で乗り越え，さらに発展させるであろう。ひと

つには，これまでの研究実践では―幾つかの

重要な例外を除けば―むしろ周縁部に留まっ

ていた西欧・中欧・東欧間の比較が本センター

の活動の明確な対象となるだろう６）。それによ

って―他方では―居住地や民族（Ethnien,

Nationalitäten）や文化が複雑に混在している

状態が典型的で，また相対的に遅れて不完全な

形で国民国家秩序が形成された地域が，関心の

的となる７）。しかし歴史的比較は，ドイツの歴

史家による近現代史では，従来とりわけ国民国

家によって規定された諸単位（国家，社会，文

化）間の比較として取り組まれてきた（主とし

て西欧に眼を向けながら）。東欧を組み込むと

いう分析視角の決定的な拡大と再定置は，比較

研究という企図の革新を必要とする。つまり一

方では，空間的に小さな単位の選択（地域ある

いは部分地域）を，他方では鳥瞰的なまなざし

（ヨーロッパ内の大きな諸地域）を，しかしとり

わけ―これが第三点目であるが―移転の歴

史（相互関係史）との緊密な結合や「〔ヨーロ

ッパ〕外部地域性」の問題についての実験的取

り組みを必要とする。私達は―比較という観

点から―類似性や相違性，そしてそれに基づ

いてヨーロッパの収斂や拡散，さらには統一ば

かりを―それがいかに重要であれ―問題に

していてはいけない。私達は，考察対象間の相

互的影響についても，それらを包み込む経済

的・社会的・文化的・政治的連関についても，

接近や反発の過程についても，ある文化が他の

文化に接近する（移転の）途上でそれらの構成

要素が融合することについても，考察対象間の

境界がますます不鮮明になるという問題，つま

りそれらの相互浸透についても問うことになる

であろう８）。その際，モデルの射程力が問われ

なければならないし，また，モデルの変更が射

程力の変化につながること，そしてその用いら

れるモデルの種類によっては，しばしば問題の

収斂よりもむしろ新たな相違の拡大をもたらす

場合があることを考慮に入れなければならな

い。新たな発想が必要であり，歴史的比較研究

と相互関係史との新たな融合の展開が試みられ

るであろう。そしてそれが，我々の研究センタ

ーに方法的に際立った特徴を付与するはずであ

る。
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Ⅲ．視角としての市民社会

最後に，研究センターは，「市民社会」とい

う観点から，ヨーロッパ史に取り組むであろう。

「市民社会（Zivilgesellschaft）」（Bürgerge-

sellschaft）とは，ここでは，啓蒙期における

ヨーロッパの言説の中で姿を現わし，多様な批

判や多くの変化にさらされ，1980年代の東中

欧における共産主義的独裁に対する批判の中で

新たな現実的活力を獲得し，ヨーロッパや北ア

メリカの外部でも政治的・知的議論の中で作用

を及ぼした，社会的・政治的・経済的そして文

化的秩序の一つのモデルを意味している。開か

れた社会，多元主義，人権と市民権，法治・立

憲国家，公共性（世論），民主主義，批判，内

的多様性，過程から学ぶ能力がこれに属するも

のであり，過度な社会的不平等や連帯の解体は，

このモデルとは相容れない。市民社会のモデル

が18世紀に現れた時，それは明白にユートピ

ア的特徴を備えていた。過去200年の間に，こ

の市民社会モデルは根本的に変化した。それは，

20世紀の破局の中でほとんど失われかけた。

今日においても，市民社会モデルは，どこでも

完全には実現していないし，しばしばその存在

を脅かされている。この市民社会モデルには，

いまもなおユートピア的要素が含まれている。

ヨーロッパの将来は，大陸の内的統合が市民社

会モデルに応じて進展するのに成功するかどう

かに決定的に依存するだろう。

「市民社会」という考え方は，これまで様々

に定義されてきたが，1980年代以降数多くの

議論の中心に位置するようになり，18世紀以

降の経済・社会・政治・文化の歴史叙述（社会

構造史）という複雑な企図におおまかな構造を

与える上で有用なものとなっている。少なくと

もヨーロッパについては，そうである。以下に

示すように，市民社会モデルは，ユートピア的

プロジェクトとして18世紀啓蒙主義の言説の

中で現れた。過去20年間にとりわけドイツ語

圏の中欧諸国で集中的に研究された市民層の歴

史は，市民層文化の探究を越えて，市民社会

（bürgerliche Gesellschaft）ないしは市民社会

（Bürgergesellschaft）に対する関心に新たな

刺激を与え，それにともなって，以前イギリス

で行われていた市民社会（civil society）につ

いての議論と少なくとも繋がりうる考察をもた

らした。80年代には，市民社会の名において

独裁的共産主義を批判することにより，東中欧

の知識人や体制批判者が市民社会のビジョンに

新しい力を与えた。近年，市民社会というコン

セプトは，ラテンアメリカ，アジア，そしてア

フリカの知的・政治的議論においても用いられ

ているが，そこではしばしば非政府組織

（NGO）のような形での，あるいは権威主義的

ないし独裁的支配者に対する抵抗の中での自律

的な社会的動員に限定されて用いられている。

このような限定された形については，以下で論

じることはできない９）。

将来の市民社会のイメージにとって中心的重

要性をもってきたし，現在でももつのは，自由

で自立した諸個人から構成される近代的で多元

主義的で世俗化された社会というビジョンであ

った。これらの諸個人は，平和的かつ理性的に

競争や自発的な協同と連合を通じて相互の関係

を調整し，過度の社会的不平等や官憲国家的保

護監督は排除される。こうしたビジョンの実現

のためには，一定の制度的取り決めが必要とさ

れた（し，今も必要である）。すなわち，人権

歴史的プロジェクトとしての市民社会（ユルゲン・コッカ） 151



および市民権の保障，家族の保護，市場，公共

性（世論），諸利害の自由な表明と自律的な組

織化の可能性，通常国民国家の形態をとり相当

大きな参加可能性が開かれた法治・立憲国家。

こうした市民社会プロジェクトの基本要求は，

社会組織の特定の原理と分かちがたく結びつい

ていた（し，また今も結びついている）。それ

は，18世紀および19世紀初めに市民的なもの

として特徴づけられ，その後―市民層を越え

て―より広い層に広まったが，普遍的に実現

したり自明のものとなることは現実にはなかっ

た。労働，業績，成功こそが―生まれや特権

ではなく―，富，名声，権力の配分を決定す

べきである。一般教養としての教育と修得可能

な能力をもたらす教育に，最大の重要性が与え

られた。正当性の根拠としては，公共的言説が，

伝統を補完しそしてそれに取って代わる。私的

領域と公的領域とは明確に区別されるべきであ

る。特定の態度，規範，文化的実践―たとえ

ば自立と寛容，自然界に対する優越の明確な考

え，特定の美的基準，学問の尊重―が，万人

共通のものとなるべきであったし，今日もそう

である10）。

市民社会のプログラムは，その普遍的妥当性

と全世界的拡大を求めてきたし，また求めてい

る。しかし同時にこのプログラムは，―その

生成期や初期には―小市民（あるいは市民－

貴族）的社会環境と結びついていた。このこと

は，それがそもそもこの社会環境から現れたと

いうことにのみよるのではなく，自らが公民

Staatsbürger（市民 citizen）として，したが

って市民社会の完全な主体としての資格を手に

入れるためには，市民の地位（市民性，

Bürgerlichkeit）―それには財産と教養また

は官職に基づく自立性が含まれる―が必要で

あったという意味でもそうである。このことは，

19世紀および20世紀初頭の選挙権の制限が明

らかに示しており，社会の半数を占めている女

性と下層の大衆は，いずれにせよ市民社会プロ

グラムの要求と約束から部分的に排除されたま

まであった。普遍主義的要求と排除の現実との

対立―このダイナミズムを内蔵した乖離を減

じるには二世紀に及ぶ時間が必要であり，長期

にわたり最もラディカルにはマルクス主義的批

判と労働運動が，後にとりわけ20世紀にはフ

ェミニスト運動が，そして全時期を通じて自由

民主主義的改革論者たちが，異議申し立てを行

なった。批判者たちは，本質的に市民社会プロ

グラム自体の要求と約束に立脚して，そのより

一貫した実現を要求した。彼らは，ある意味で

市民社会プログラムを言質として受け取ったの

である。したがって，19世紀の根本的なコン

フリクトや変化は，以下のように理解される。

様々な次元での民主化，社会国家の興隆，そし

て最後には両性の平等に向けた重要な前進。20

世紀に，新たな困難，危険，危機が生じた。市

民社会の歴史は，とりわけ大規模な戦争と，20

世紀に右翼からも左翼からももたらされた新し

い種類の独裁制の結果，深刻な逆行と挫折を被

った。この独裁制は，市民社会プログラムの真

向からの否定として理解され得るし，またこの

間にそれ自身が克服されたものとなった。こう

した闘争の中で，市民社会概念は変化し，また

民主主義的にも，社会的にも，そして最後に両

性間の関係に関連しても拡大された。市民社会

概念は，普遍妥当性の要求を放棄したくないの

であれば，―今日の環境問題を考えるだけで

も―将来も自ら変化しなければならないだろ

う。市民社会概念は，まだ世界のどの場所でも
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完全には実現されておらず，その世界全体への

拡大はようやく始まったばかりである。それに

もかかわらず，20世紀末のヨーロッパの現実

は，すくなくとも過去200年間のいかなる時に

もまして，もっとも市民社会モデルに接近して

いる11）。

「市民社会」概念の論理的位置は，規範的次

元と分析的次元との間で揺れ動いている。この

ことは，過去においても現在においても明らか

であり，またそう望まれたことでもある。とい

うのは，そこから，現在の重要な諸論争におけ

るこの概念の実際的意義が生じているからであ

る。同時に，この概念は，それを理念型的に用

い，以下のような問いかけを行なう場合には，

学問上有用である。ヨーロッパの様々な国や地

域で市民社会がどのようにして発展してきたの

か。どのような推進力に基づいてまた非市民社

会的諸関係とどのように絡み合いながら発展し

てきたのか。どのような類似性と相違性を伴い

ながら発展してきたのか。どのような相互作用

が市民社会の発展を促し，妨げ，そしてその特

徴を刻み込んできたのか。その発展は，どのよ

うな画期を持ちまたどのような危機を通り抜け

てきたのか。また，発展の不均等性と多様な道

については，どのようなことが言えるのだろう

か。―そして，市民社会的に統合するヨーロ

ッパに向かうのか，それともそうではないの

か。

もちろん，市民社会のプログラムとその実行

に関しては，国際的および文化間的な大きな相

違がありうる。同様の目標について考えながら，

それらが様々な文化的コンテクストの中で異な

って表現されるかもしれない。市民社会は，

様々な言葉で語られ，また表現されている。そ

れに伴って生じている「翻訳」という問題は，

複雑であると同時に刺激的でもある。市民社会

についての表象・プログラム・概念は，そのヨ

ーロッパ内での移動―またそれによる意味内

容の変化―が検討されねばならない現象の一

つでもある。このことは，結局，自己批判的反

省のきっかけを与えるものである。つまり，本

来西欧的な刻印をおびたプログラムが東欧に拡

がっていったことは，このプログラムの独自性

に対する視点，すなわち，それを実現しうる条

件と限界，そこに内在する緊張や矛盾，そして

おそらくはこのプログラムに対するオルタナテ

ィブについてさえもの視点を開いてきた（し，

今も切り開いている）。それに照応して，これ

までとりわけ西欧の現象の考察においてその有

用性を示してきた市民社会モデルを東欧の歴史

分析に用いることは，このモデルそのものの批

判，ひいてはその相対化や再定式化へとつなが

りうるかもしれない。歴史的比較は，その出発

点において明確な概念を必要としている。しか

し，概念はしばしば，その比較における応用の

中で，それ自身変化するのである。

＊ 本稿は，マンフレート・ヒルダーマイヤー

（Manfred Hildermeier），ハルトムート・ケ

ルブレ（Hartmut Kaelble），ホルム・ズン

トハウゼン（Holm Sundhaussen）および筆

者〔Jürgen Kocka〕によって，1997年にフ

ォルクスワーゲン財団に対して提出されたヨ

ーロッパ比較史のための研究センター設立に

関する提案の一部に対し加筆修正を行なった

ものである。この提案を基礎として，1998

年に，ベルリンの自由大学とフンボルト大学

によって共同で担われ，上記４名に指導され
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た「ヨーロッパ比較史研究センター」が設立

された。このセンターは，―18世紀以降

の近現代史との関連において―とりわけ４

つの研究領域の問題に取り組んでいる。すな

わち，ヨーロッパ公共圏の歴史について，国

民的および社会的なアイデンティティ形成の

言説について，政治的支配と近代化と参加型

政治文化について，そして「18世紀以降の

市民，市民性，および労働に対する考え方」

についてである。このセンターは，―とり

わけフォルクスワーゲン財団による資金提供

によって―さしあたり５年間存続する。本

稿をここ〔Europäische Sozialgeschichte:

Festschrift für Wolfgang Schieder, Hrsg. C.

Dipper, L. Klinkhammer und A.

Nützenadel, Berlin 2000〕に掲載することを

許してくれたことについて，私は上記３人の

同僚に感謝する。というのは，本稿は，私た

ちが集中的に議論する中で作成されたもので

あり，多くの点において，ひとつの共同作業

の所産だからである。
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